ぐんぎん財団　令和7年度　助成事業募集要項

※以下のAおよびBの事業については、2026年3月に開催予定の、群馬県公益認定等審議会において、認定を取得することを前提として募集を実施するものです。

A.福祉事業
１．事業の趣旨・目的
　群馬県内の児童福祉分野における公益の増進を目的として、子どもが抱える課題の解決に資する事業・活動を実施する地方公共団体に対し、必要な資金の一部を助成します。本助成事業を通じて、地域社会の持続的発展および公益的課題の解決に寄与する事を目的とします。

２．助成対象事業
　次の要件をすべて満たす事業を対象とします。
　・群馬県内の地方公共団体が主体となり実施する、子どもの福祉に関する公益性の
　　高い事業。
　・地域住民、保護者、子ども、関係機関・団体等を対象とする事業。
　・原則として、2025年4月1日～2026年3月31日までの期間に実施される事業。

３．助成対象者
　・群馬県内の地方公共団体
　※地方公共団体が主体となり、民間団体等と連携して実施する事業も申請可能です
　　（申請者は地方公共団体に限ります）。

４．助成金額
　・申請内容や予算規模等を踏まえ、助成金額および採択件数を決定します。

５．助成対象経費
　・事業の実施に必要となる経費全般
　※ただし、以下の経費は原則として対象外とします。
　・地方公共団体の常勤職員給与等の人件費
　・申請事業と直接関係のない経費

６．募集期間
・2026年2月2日(月)～2026年2月6日(金)

７．申請方法
・助成申請書（当財団のホームページよりダウンロードして作成してください）
・事業計画書
・収支予算書

申込書類は下記アドレス宛、メールにて送信願います。
E-mail   contact@gunginzaidan.jp


８．選考方法
当財団に設置する審査委員会において、以下の観点から総合的に審査を行います。
・事業の公益性および地域社会が抱える課題に対する寄与度
・社会課題に対する事業のアプローチの妥当性
・事業の実施による地域社会への波及効果
・事業の継続性や発展可能性

９．選考結果の通知
・選考結果は3月上旬頃を目途に、通知します。
・選考内容および結果に関する個別の問い合わせには応じかねます。

１０．助成金の交付および事業報告
・助成金の交付方法、時期については、採択する事業の内容を考慮して選考結果の通
　知後に別途協議のうえ、決定します。
・助成金の使途について、別途事業報告書、収支報告書を提出していただきます。






B.文化振興事業
１．事業の趣旨・目的
　群馬県内の文化芸術分野における公益の増進を目的として、県民の文化芸術水準の
向上に資する事業・活動を行う地方公共団体に対し、必要な資金の一部を助成しま
す。本助成事業を通じて、豊かな地域性をはぐくんでいきます。

２．助成対象事業
次の要件をすべて満たす事業を対象とします
・群馬県内の地方公共団体が主体となり実施する、県民の文化芸術水準の向上に寄与
する公益性の高い事業。
・群馬県内で県内の団体や住民を主な対象として実施する事業。
・原則として、2025年4月1日～2026年3月31日までの期間に実施される事業。

３．助成対象者
・群馬県内の地方公共団体
　※地方公共団体が主体となり、民間団体等と連携して実施する事業も申請可能です（申請者は地方公共団体に限ります）。

４．助成金額
　・申請内容や予算規模等を踏まえ、助成金額および採択件数を決定します。

５．助成対象経費
・事業の実施に必要となる経費全般
※以下の経費は原則として対象外とします。
・地方公共団体の常勤職員等の人件費
・申請事業と直接関係のない経費

６．募集期間
・2026年2月2日(月)～2026年2月6日(金)

７．申請方法
・助成申請書（当財団のホームページよりダウンロードして作成してください）
・事業計画書
・収支予算書

申込書類は下記アドレス宛、メールにて送信願います。
E-mail   contact@gunginzaidan.jp


８．選考方法
当財団に設置する審査委員会において、以下の観点から総合的に審査を行います。
・事業の公益性および地域社会の文化芸術水準の向上に対する寄与度。
・事業の目的に対するアプローチの妥当性
・事業の実施による地域社会への波及効果
・事業の継続性や発展可能性

９．選考結果の通知
・選考結果は3月上旬頃を目途に通知します。
・選考内容および結果に関する個別の問い合わせには応じかねます。

１０．助成金の交付および事業報告
・助成金の交付方法、交付時期については、採択する事業の内容を考慮して選考結果
の通知後に別途協議のうえ決定します。
・助成金の使途について、別途事業報告書、収支報告書を提出していただきます。



応募先・お問い合わせ先
公益財団法人ぐんぎん財団
事務局　手島
電　話　027-255-6160
E-mail	contact@gunginzaidan.jp

